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計  画  書 （案） 
 
 

阪神間都市計画公園の変更（西宮市決定） 
 
 
都市計画公園中４．４．３０２号西宮中央運動公園を次のように変更する。 
 

種別 
名   称 

位  置 面 積 備  考 
番 号 公園名 

地区

公園 
4.4.302 西宮中央運動公園 西宮市河原町 約 6.1ha 

陸上競技場、体育

館、子供の遊び場、

多目的広場、エント

ランス広場、民間施

設、駐車場、駐輪場、

トイレ、防災備蓄倉

庫、四阿、雨水貯留

槽等 
（区域及び 
  面積の変更） 

「区域は計画図表示のとおり」 
 
 

理  由 
 
 別添理由書のとおり 
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理  由  書 （案） 
 
 西宮中央運動公園は、南部市街地における貴重な緑の空間であるとともに、隣

接する中央体育館・武道館とあわせて、本市のスポーツ・レクリエーション活

動の拠点であり、また、同公園は地域防災拠点に、中央体育館は避難所にそれ

ぞれ位置付けられ、災害対策活動の拠点にもなっている。 
しかしながら、各施設の老朽化が進んでおり、これらの施設の更新が必要と

なっている。 
その為、隣接敷地を同公園区域に編入し、敷地の一体利用を図ることで、全

面的な施設再編を行い、スポーツ・レクリエーション活動や災害対策活動の拠

点機能が充実するよう、本案のように一部区域及び面積を変更する。 
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変 更 前 後 対 照 表 （案） 
 
４．４．３０２号 西宮中央運動公園 
 
変

更 
種別 

名称 
位置 面積 備考 

番 号 公園名 

変

更

前 

地区

公園 
4.4.302 

西宮中央運動

公園 
西宮市河原町 約 5.2ha 

噴水広場、野球場、

陸上競技場、庭球練

習場、児童コーナ

ー、駐車場、便所 

変

更

後 

地区

公園 
4.4.302 

西宮中央運動

公園 
西宮市河原町 約 6.1ha 

陸上競技場、体育

館、子供の遊び場、

多目的広場、エント

ランス広場、民間施

設、駐車場、駐輪場、

トイレ、防災備蓄倉

庫、四阿、雨水貯留

槽等 
（区域及び 
  面積の変更） 

 
 
 
  



４．４．３０２　西宮中央運動公園
総括図　（案）　　S=nonscale

凡例

　変更(追加)箇所

　都市計画公園

今回変更（追加）箇所

（約０．９ha）

現在の都市計画公園区域

（約５．２ha）

171
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ＪＲ西宮駅

阪急

西宮北口駅

（街区）高座南公園

（風致）広田山公園

（街区）北口駅前公園

（街区）両度公園

（緑地）両度緑地

（街区）高松公園

（街区）青木公園

（街区）神祇官公園

（街区）池田公園

（街区）西口公園

（街区）六湛寺公園

（街区）与古道公園

（街区）和上公園

（街区）城ヶ堀公園

４.４.３０２号 西宮中央運動公園

地区公園 面積約６.１ｈａ
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西
第
４
４
８
号
線

   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

西
第
７２７号

線

        

西
第
７
１
５
号
線

 
 

 
 

 
 

 
 

都市計画道路 西国街道線（国道１７１号）                    

1

2

34

5

　測点　　　   境　　　界

 1～2　  　道　　路　　界

　　　　    （市道西727号）　

 2～3　　  道　　路　　界

　　　　    （市道西448号）

 3～4　　都市計画道路界

　　　     　（西国街道線）

 4～5　　  見　通　し　界
　　　　

 5～1　  　道　　路　　界
　　　　    （市道西715号）　
　
　
　

都市計画公園区域
 （面積約6.1ha）

凡　例

既決定区域

追加

(変更無し)

４．４．３０２　西宮中央運動公園
　　計画図(案)　S＝nonscale
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４．４．３０２　西宮中央運動公園
平面計画図（案）　S=nonscale

６

＜現況図＞

陸上競技場

多目的

グラウンド体育館

駐車場

遊具広場

歩行者等入口

都市計画公園・都市公園の区域

新たに公園に編入する区域

都市公園(テニスコート)の区域

テニスコート

武道館

スポセン

参 考
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７．再整備基本計画（素案）に関するパブリックコメントの結果 

「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備基本計画（素案）」に関するパブリック

コメントが、下記の通り実施された。 
公園の整備方針や事業手法、公園内の各施設の具体的な整備内容などに関する多数の意見・要望

が提出されたが、都市計画公園の区域変更についての意見はなかった。 
 

◇ 募集期間：平成３０年７月２５日（水）～平成３０年８月２４日（金） 
 

◇ 対  象：西宮市民、市内在勤者・在学者、市内で活動（営業）している個人・団体 
 

◇ 意見書数：９４件（５３名） 
 

８．素案閲覧の結果 

前回の市都市計画審議会（平成３０年８月２７日）において、都市計画変更の素案について報告

した後、２週間の閲覧と意見受付の手続きを行ったところ、下記のとおりの結果となった。 
 

◇ 閲覧期間：平成３０年９月１０日（月）～平成３０年９月２５日（火） 
 

◇ 閲覧場所：市都市計画課の執務室窓口 

（閲覧図書と同一内容の資料を閲覧期間中、市ホームページでも公開） 
 

◇ 閲覧広報：市政ニュース （平成３０年９月１０日号） 

市ホームページ（平成３０年９月１０日～２５日） 
 

◇ 閲覧者数：執務室窓口０名 

      ホームページアクセス数 ３５９名 
 

◇ 意 見 数：０件 
 

９．今後のスケジュール（案） 

本日の付議の後、市政ニュース（１１月２５日号）と市ホームページで広報した上で、都市計画

変更案について２週間（１１月２６日～１２月１０日予定）の法定縦覧と意見書の受付を実施する。 
意見書の提出があれば、次回の市都市計画審議会（平成３１年１月～２月予定）において、意見

書に対する市の考え方を報告し、都市計画変更案の再付議を行う予定である。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                            

                

 

 

 注）都市計画変更の告示は、西宮市都市公園条例 
（建ぺい率の上限の変更）の改正後に行う予定 

意見書がない場合 

関係機関協議 

変更素案の報告（市都市計画審議会） 

変更案の付議（市都市計画審議会） 

都市計画変更(告示) 

変更素案の閲覧・意見受付（２週間） 

変更案の法定縦覧・意見書受付（２週間） 

意見書と市の考え方について説明・再付議 

（市都市計画審議会） 

意見書がある場合 

平成３０年 

１１月１２日（本日） 

平成３１年 

１１月２６日～１２月１０日（予定） 

１月下旬～２月上旬（予定）  

３月（予定） 

８月２７日 

９月１０日～２５日 

１０月上旬～中旬 


